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※ 米国NCTC（National Counterterrorism Center）データベースを基に作成

・イラクとアフガニスタンで8割以上
・アフガニスタンでは継続的に増加
・イラクでは06年をピークに減少傾向

中 東

・07年以降、ソマリアが4割以上

アフリカ

・ロシアが約4～6割

欧 州・旧ソ連

・パキスタンは07年以降増加傾向
・タイは07年がピーク
・スリランカは着実に減少

アジア・オセアニア

・コロンビアが約8～9割を占めるが、
着実に減少

北米・中南米
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※ 2009年は、1月1日～9月30日の件数

欧州・旧ソ連
（686件、5.9%）

北米・中南米
（353件、3.0%）

中 東
（5,692件、49.0%）

アジア・オセアニア
（4,104件、35.4%）

アフリカ
（775件、6.7%）

2008年の発生件数
11,6１0件
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ロシア

米国 中国
1945～

1945～

1964～

印

イスラエル

英
1952～

５

３

核保有国

事実上の核保有国

（国数）

２ 懸念国

（ＮＰＴ加盟）

（ＮＰＴ非加盟）

仏
1960～

パキスタン

・ 通常戦力の代替を大量破壊兵器などで補おうとする国家の存在 →兵器及び技術の移転・拡散の可能性

・ 自国の国土や国民を危険にさらすことへの抵抗が少ない →大量破壊兵器が実際に使用される可能性

・ 関連技術・物質の管理体制が不安な国家の存在 →テロリストへの関連技術・物質の移転・流出の可能性

・ テロリストへの移転・流出 →技術を持たずとも、関連物質の入手により、テロの手段として活用する危険性

移転・拡散の懸念 資料源： Arms Control Today 等

？～

1998～

1974～

・イランの反体制組織が、イラ
ンによる重水製造施設の建
設及び地下の大規模施設に
よるウラン濃縮計画を公表。
（2002年8月）
・数次の安保理決議に関わら
ず、イランはウラン濃縮関連
活動などを継続。

核兵器保有・懸念国の現状と移転・拡散の懸念核兵器保有・懸念国の現状と移転・拡散の懸念

・「自衛のために核兵器を作った。」 （北朝鮮外
務省声明） （2005年2月）
・「地下核実験を安全かつ成功裏に実行した。」
（朝鮮中央通信）（2006年10月）
・「北朝鮮は寧辺で生産されたプルトニウムから
数個の核兵器を備蓄したかもしれない」（メイプ
ルズ米国防情報局長官の上院軍事委員会にお
ける証言）（2009年3月）
・「いま一度の地下核実験を成功裏に行った」
（朝鮮中央通信）（2009年5月）
・「ウラン濃縮実験が成功裏に行われ、完了段
階に入った。」（朝鮮中央通信）（2009年9月）
・「抽出されたプルトニウムを武器化する上で注
目すべき諸成果が収められた。」（朝鮮中央通
信）（2009年11月）

北朝鮮

イラン
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イラク

（出典）
Department of Defense “Proliferation: Threat and Response”
CIA “Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to
Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions”
International Institute for Strategic Studies “The Military Balance”
Jane’s “Strategic Weapon Systems”
Carnegie Endowment for International Peace “World Missile Chart – Countries
Possessing Ballistic Missiles”

旧ソ連旧ソ連 中中 国国北朝鮮北朝鮮

アフガニスタン
アルメニア
アゼルバイジャン
ブルガリア
グルジア
カザフスタン
ルーマニア
ポーランド
ウクライナ
ベラルーシ
トルクメニスタン
アラブ首長国連邦
ベトナム
イエメン
コンゴ
エクアドル
パキスタン
スーダン
ペルー

上記の他、弾道ミサイル関連の物資や技術の移転経路
として、

・ロシア→中国、インド

・中 国→北朝鮮、イラン、リビア
が指摘されている。

サウジ
アラビア

エジ
プト

スカッドＢ

スカッドＢ

スカッドＢ

スカッドＢ
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自主開発

Ｍ－１１ ノ ド ン

↓ ↓
ハトフ ガウリ
シャヒーン

ノドン
↓

シャハブ３

スカッドＢ
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スカッドＣ
ノドン
テポドン

シリアシリア

イランイラン
パキスパキス
タンタン

インドインド

コンゴ
エチオピア
ＵＡＥ

弾道ミサイルの主な拡散状況弾道ミサイルの主な拡散状況

リビアリビア

スカッドＢ スカッドＢ・Ｃ
ノ ド ン

イエメン
キューバ
ベトナム

スカッドＢ・Ｃ
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国連インド・パキスタン軍
事監視団(UNMOGIP) 
49. 1～

国連休戦監視機構(UNTSO) 
48.5～

国連レバノン暫定隊
(UNIFIL)
78. 3～

国連コンゴ民主共和
国ミッション(MONUC) 
99.11～

右上：部隊要員数
左上：軍事監視要員数
（２０１０年１月現在）

国連コソボ暫定行政
ミッション(UNMIK) 
99. 6～

国連リベリア・ミッ
ション(UNMIL)
03.9～

0

153
20

855

11,962

1,041

44

18,822

7,198

国連コートジボワール活動
(UNOCI) 
04.4～

9,233
7,032

9,188

0

0

0

0

0

0

207

9

712

126

191

0

480

34

（出典） “Background Note: 31 January, 2010” （国連ＨＰ） 等

3,47224

ダルフール国連・ＡＵ合同
ミッション(UNＡＭＩＤ) 
07.7～

15,684264

国連東ティモール統合
ミッション(UNＭＩT)
06.8～

国連スーダンミッション
(UNＭＩＳ) 
05.3～

国連兵力引き離し監視隊
(UNDOF) 
74. 6～

国連ハイチ安定化ミッション
(MINUSTAH)
04. 6～

国連西サハラ住民投票
監視団(MINURSO)
91. 4～

国連キプロス平和
維持隊(UNFICYP) 
64. 3～

国連中央アフリカ・チャド・
ミッション(MＩＮＵＲＣＡＴ) 
07.9～

現在のミッション数：１５
部隊要員：８４，５０７
軍事監視要員：２，２４４
合計：８６，７５１

国連ＰＫＯの展開状況国連ＰＫＯの展開状況
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（注）ＰＫＯ数は各年４月時点のもの。

○ 部隊の大規模化
○ 警察の増加傾向

部隊 軍事監視要員 警察 合計

（出典）国連ＨＰ PKO CHART FOR WEB Nov2009等

ＰＫＯ数は
横ばい

派遣要員数

※※２００９年１１月現在までの数字２００９年１１月現在までの数字
２００９年１１月：９８，１１４名

１９９３年７月：７８，４４４名
主要ミッション：ボスニア・ヘルツェゴビナ、
ソマリア、カンボジア

２００１年１１月：４７，７７８名
主要ミッション：シエラレオネ、
東ティモール

２００６年１２月：８０，３６８名
主要ミッション：リベリア、コートジボワー
ル、ハイチ、スーダン、レバノン

国連ＰＫＯ要員数の推移国連ＰＫＯ要員数の推移
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国連ネパール政治ミッショ
ン(UNMIN) 
07. 1～

国連イラク支援ミッショ
ン(UNAMI)
03. 8～

国連中央アジア予防外交地
域センター（UNRCCA）
07.12～

国連アフガニスタン支
援ミッション(UNAMA)
02. 3～

国連ソマリア政治事務
所(UNPOS) 
95. 4～

西アフリカ担当事務総長特
別代表事務所(UNOWA)
01.11～

国連ブルンジ統合事務
所(BINUB) 
07. 1～

国連中東特別調整官事務
所(UNSCO)
99.10～

国連ギニアビサウ統合平和構
築事務所(UNＩOGBIS)
10. 1～

71

232

21

15

国連シエラレオネ統合平
和構築事務所(UNIPSIL) 
08.10～

レバノン担当事務総長特別調整
官事務所(UNSCOL)
07. 2～

国連中央アフリカ平和構築統
合事務所(BＩNUCA) 
10. 1～

右上の数字は軍事要員・警察
官の派遣人数。数字のないも
のは文民職員のみ
（２０１０年１月現在）

現在のミッション数：１２
（うちＰＫＯと同様の軍事監視要員を含
むミッションは４）

軍事要員・警察：３５５
国際職員：１，００１
地元職員：２，３５６
国連ボランティア：１０８
合 計：３，８２０

1

1
1

（出典） “Background Note: 31 January, 2010” （国連ＨＰ） 等

4

国連政治・平和構築ミッションの展開状況国連政治・平和構築ミッションの展開状況
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アフガニスタンにおける国際社会の取組アフガニスタンにおける国際社会の取組

73年 89年 2006年94年 2002年 2004年 2005年 2009年99年 2001年96年

73年、王政から
共和制へ移行

79年、ソ連軍侵攻

89年、ソ連軍撤退

92年、共産政権崩壊、
各派の内戦へ

94年、タリバン設立

96年、
・タリバン、カブール制圧
・ビン・ラディン、アフガンへ

99年、タリバン、
国土の9割を支配

・米・英等による軍事作戦
・タリバン政権崩壊

ボン合意

９．１１米国
同時多発テロ

新憲法成立

移行政権発足
（ｶﾙｻﾞｲ大統領）

大統領選挙

暫定政権発足
（ｶﾙｻﾞｲ暫定政権議長）

・カルザイ大統領就任
・正式政権発足

国会下院・
県議会選挙

国会開会
（ボン合意に基づく
政治プロセス完了）

大統領選挙
県議会選挙

アフガニスタン・
コンパクト発表

５年間の計画

任期５年

任期５年（下院）

2010年

国会下院選挙

2011年

ＯＥＦ（Operation Enduring Freedom（「不朽の自由作戦」））
・ 陸上での任務：テロ掃討作戦 、アフガン治安部隊の育成

・ 海上での任務：インド洋を航行する船舶の検査等（テロリスト及び関連物資の海上移動の阻止が目的）

ＩＳＡＦ（International Security Assistance Force（国際治安支援部隊））
・ 主要任務：治安維持、アフガン治安部隊の育成
・ 構成：NATO主導（43カ国、約86,000人（米、英、加、独等））
・ 復興・開発にも重点。ＰＲＴの軍事部門はＩＳＡＦの指揮下
・ アフガン政府の要求等に基づき、麻薬対策を実施

ＰＲＴ（Provincial Reconstruction Team（地方復興チーム））
・ 治安改善と復興支援の同時推進により復興開発を推進し、アフガン政府の影響力の地方への拡大を支援
・ 一般に、軍人（ＩＳＡＦ指揮下）と文民から成る軍民混成の組織
・ 26カ所で展開（14カ国が主導。北部・西部は、独・伊等欧州諸国が、南部は、米・英・加等が中心。）

米
軍
撤
収
開
始

11.7

０
２
年
〜

２
０
０
１
年
〜

ロンドン
国際会議

10.1

10.9

09.8

06.1
04.12

05.9

01.10~11

01.12

01.12

04.10

05.9 米、アフガン戦略見直し

09.1204.1

02.6
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アフガニスタン戦略見直し等アフガニスタン戦略見直し等

オバマ大統領によるアフガニスタン戦略見直し（２００９年１２月１日発表）（概要）
● 目 的
・アフガン及びパキスタンにおいてアルカイダを分断、解体、打破すること
・将来アルカイダが米国及び同盟国に脅威を与えうる能力を保有することを防止

● 目 標
・アルカイダに聖域を与えず、タリバンの勢いを押し戻す。
・アフガン治安部隊及び政府の能力を強化し、将来のアフガンにおける責任を主導
することを可能とする。
⇒以下の３つの方法によりこれらの目標を達成
①タリバンの勢いを断ち切りアフガン政府の能力を18ヶ月で向上させる軍事戦略を追求
・反政府勢力への対応等のため３万人の追加部隊派遣（２０１０年の前半に展開）（注）

・２０１１年７月にアフガンから撤収を開始

② パートナーと協働してより実効的な民生戦略を追求
③ パキスタンとの実効的なパートナーシップの強化

●本戦略の初年（ＦＹ２０１０）の戦費は３００億ドル

（注）米軍兵力の推移（米国防省資料等）
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１０年夏までに
増派完了後、約１０万人

2006年
1月

2008年
1月

2005年
1月

2007年
1月

2009年
1月

アフガニスタンに関するロンドン国際会議（２０１０年１月２８日）（成果概要）
●全般

・アフガン政府は、安全を維持し、主権を行使し、政府を提供し、経済繁栄の条件を作り出すとともに、領域全般において建設的な役割
を果たす必要がある。

●合意事項

・２０１０年末／２０１１年初頭から、段階的にアフガン政府への権限の移譲を開始する。
・２０１１年１０月までに、アフガン軍を１７１，６００名、警察を１３４，０００名まで増加させる。（０９年１２月時点において、アフガン軍は
１００，１３０名、警察は９６，３８０名）
・国際社会が、米軍３０，０００名、その他ＩＳＡＦ等貢献国等９，０００名を含み１３５，０００名まで軍事的貢献を増加させる。
・「高等監督事務所」、「監視・評価ミッション」を設立し、汚職の撲滅に取り組む。
・新たな文民代表の任命を含み、文民のアフガンへの派遣を増加させる。
・地方政府の強化に取り組む。
・「復興信託基金」、「平和再統合プログラム」を通じ、アフガン政府を支援する。
・テロ及び麻薬取引と戦うため、及び、文化交流の促進、アフガン難民の帰還条件の創造のため、近隣地域協力を促進する。 9



・09年1月中旬のＩＳＡＦ要員数：約5万5千名
・10年2月現在のＩＳＡＦ要員数：約8万6千名
⇒09年1月～10年2月で約3万1千名（約56％）増加

ISAFの動向ISAFの動向

犠牲者数：22名【イタリア】

2,350名→3,150名
800名増派

23,220名→47,085名
23,865名増派

犠牲者数：932名【米国】

8,910名→9,500名
590名増派

犠牲者数：263名【英国】

犠牲者数：34名【ドイツ】

3,405名→4,415名
1,010名増派

2,890名→3,750名
860名増派

犠牲者数：40名【フランス】

犠牲者数：140名【カナダ】

2,830名→2,830名
増減なし

ＩＳＡＦ要員数の増加（09年1月→10年2月） 主要国の今後の動向

犠牲者数：140名【カナダ】

2,830名派遣
⇒11年に撤退予定

犠牲者数：21名【オランダ】

1,940名派遣
⇒10年に撤退予定

犠牲者数：1名*【韓国】

最大350人派遣
（09.12.8発表）

期間：10.7.1～12年末

増派・派遣予定

撤退予定

南 部
・約22,360名→約45,100名
・英国、カナダ、豪州、蘭等

東 部
・約19,570名→約24,900名
・米国、ＮＺ、トルコ等

西 部
・約3,050名→約4,600名
・イタリア、スペイン等

北 部
・約4,470名→約5,895名
・ドイツ等

カブール
●約5,650名→

約6,300名
●トルコ、スペイン等

地域毎の派遣状況
（09年1月→10年2月）
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出典：ＩＳＡＦ Facts & Figures

犠牲者数：11名【豪州】

1,090名→1,550名
460名増派

犠牲者数：16名
【ポーランド】

1,590名→1,955名
365名増派

1,770名→1,940名
170名増派

犠牲者数：21名【オランダ】

※1：10年2月1日時点で
1,000名以上派遣している国

※2：犠牲者数は10年2月末
現在（OEF含む）

（資料源： ＩＳＡＦ Facts & Figures（09.1.12）(10.2.1),
i Casualties HP）

犠牲者数：2名

780名→1,070名
290名増派

犠牲者数：28名【スペイン】

【トルコ】

800名→1,755名
955名増派

出典：ＩＳＡＦ Facts & Figures(10.2.1)

*前回派遣時の犠牲者（07年）

511名増派
(09.12.2発表)
→1,500名規模

犠牲者数：28名【スペイン】

犠牲者数：22名【イタリア】

1,000名増派
(09.12.4発表)
→3,700名規模*

犠牲者数：34名【ドイツ】
500名増派(+350名の予
備）(10.1.26発表)
→5,000名規模

北部拡大

西部拡大

南部・東部拡大

オバマ米政権
発足

*10年10月時点
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安全保障に影響を与え得る新たな要因（気候変動）安全保障に影響を与え得る新たな要因（気候変動）

島嶼・沿岸地域の水没
・ 居住可能地・可耕地の減少、インフラ施設の水没や沿岸防災のための追加コスト
・ 領土・領海権問題の生起
・ 各国の軍事施設や軍事構想にも影響
Ex. ディエゴ・ガルシア島（英国領）は、多くの場所の海面高度が2m以下

大規模災害の増加
・ 救難活動、人道復興支援活動、治安維持活動などの任務に、各国の軍隊が出動する機会が増加
Ex. ハリケーン「カトリーナ」、インド洋津波災害

大規模な人口移動
・ 民族・宗教を巡る対立や限られた資源を巡る争いを誘発・悪化
Ex. ダルフール紛争は、気候変動による深刻な旱魃や土地不足に直面したアラブ系遊牧民が、定住農業を営む黒人居住地に
移動したことに起因するとの見方

破綻国家の発生（もともと対立・摩擦要因を抱える地域や統治能力の弱い国の不安定化）
・ 犯罪の増加や過激派の台頭、テロリストの聖域化
・ テロリストによる大量破壊兵器の拡散、活動資金源としての薬物拡散
Ex. ソマリアが破綻国家となりテロ組織の温床となっている要因の一つとして、気候変動による砂漠化があるとの見方

軍隊に対する負担の増加
・ 災害救援を含む国外活動の増加

・ テロの増加や大量破壊兵器の拡散

・ 軍事構想や計画の再検討
11



○気候変動の位置付け
気候変動及びエネルギーは、将来の安全保障環境形成上重要な役割を担うことになる２つの主要な問題。

○気候変動がもたらす影響
①作戦環境、役割及び任務を形成
・ 気候変動は、飢餓、環境悪化、脆弱な政府の弱体化、食料・水不足、伝染病、大量移民発生の要因となる可能性
・ 気候変動単独では紛争の原因にはならないが、不安定な状態や紛争を加速させうる可能性
・ 軍による人道支援、災害対処への需要増大
・ 20～30年後には北極圏での交易・運輸が可能に

②軍の施設及び能力に対する影響
・ 即応性は訓練施設等へのアクセスに左右されるが、30以上の軍施設が海面上昇による危機に直面

○米国防省による取組
・国防省は、気候変動の影響を評価・適応・軽減する取組を促進
・ 気候変動による安全保障への影響に対処するため、国防省は、全政府的な取組を通じて、伝統的な同盟国及び新たなパー

トナーと協同する必要
・ 北極圏における通信・捜索救難、環境調査等に取り組む。

（参考：エネルギー対策）
○エネルギーの効率性は、戦場における部隊の移動範囲及び持続性を増加。エネルギー補給線の防護兵力の減少を可能とし、
戦力を増強する役割を担うことが可能
○国防省は、運用効率を向上させるため、再生可能エネルギーの使用を増加させるとともに、エネルギー需要を減少。米国に
よる気候変動への取組を支援するため、温室効果ガスの排出を減少。また、国防省はエネルギー価格変動の影響を低減
○各軍による取組の例
・ 陸軍：500台のハイブリッド車を含む7万台の非戦闘車両の更新
・ 海軍：電気駆動機関搭載艦船の就役を含め2016年までにバイオ燃料と原子力を用いた「グリーン」空母打撃群を展開
・ 空軍：2016年までに国内で使用する航空燃料の50％を代替燃料化

ＱＤＲ２０１０における気候変動に関する記述ＱＤＲ２０１０における気候変動に関する記述
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2004年
スマトラ島沖大地震
及びインド洋津波

2008年
四川省大地震

2008年
ミャンマー大規模
サイクロン

1999年
インド

大規模サイクロン

2005年
パキスタン大地震

1978年～2007年の
世界の自然災害中、

43%がアジア太平洋地域で発生。
同地域の被害者数は全世界の

89%
＜2009年防災白書＞

2006年
ジャワ島中部地震

1990年
イラン大地震

1991年
バングラデシュ
大規模サイクロン

1991年
フィリピン大型台風

2001年
インド大地震

1993年
インド大地震

1999年
トルコ大地震

1995年
阪神・淡路大震災

2000年
ベネズエラ大洪水

2003年
イラン大地震

2005年
米国大規模ハリケーン

1998年
アフガニスタン大地震

大規模自然災害の発生状況大規模自然災害の発生状況

１９９０年以降に発生した大規模自然災害

2010年
ハイチ大地震

1998年
ホンジュラス
大規模ハリケーン

2009年
西スマトラ州
パダン沖地震

2010年
チリ大地震

：自衛隊が国際緊急援助活動を実施 ：自衛隊による災害派遣を実施 13



0 200km

ハイチ地震（2010年1月13日発生）の被害状況等ハイチ地震（2010年1月13日発生）の被害状況等

ポルトープランス

ハイチ ドミニカ

◇ ポルトープランス国際空港：使用

― 2月19日、民間旅客機運航開始

◇ ポルトープランス港：一部限定使用

サントドミンゴ

【被害状況：3月1日現在】

◇ 死 者：22万2,500名

◇ 負傷者：約31万名

◇ 被災者：370万名（総人口961万名）

【治安状況】

◇ 国連PKO （MINUSTAH）、米軍等及び警察

が治安維持に努力

◇ 全般に安定。但し、散発的な犯罪行為（暴力
行為、窃盗等）が発生

【インフラの状況】

◇ 電気：一部は復旧（首都の約半分再開）

◇ 水道：停止（但し、一部は復旧）

◇ 電話：制限（携帯は使用可、固定は不通）

◇ 道路：諸処損壊

0 5km

ポルトープランス港

ポルトープランス空港

キャンプチャーリー

14



【主要派遣国】

◇ ネパール：1,244名（軍事要員1,078名、警察要員166名）

◇ ブラジル：1,283名（軍事要員1,280名、警察要員3名）

◇ ウルグアイ：1,136名（軍事要員1,130名、警察要員6名）

◇ ヨルダン：1,053名（軍事要員725名、警察要員328名）

◇ スリランカ：961名（軍事要員959名、警察要員2名）

◇ アルゼンチン：576名（軍事要員559名、警察要員17名）

◇ チリ：515名（軍事要員500名、警察要員15名）

【主要国】

◇ 米 国：45名（軍事要員4名、警察要員41名）

◇ ロシア：9名（警察要員9名）

◇ 中 国：143名（警察要員143名）

◇ 韓 国：1名（軍事要員1名）

◇ フランス：64名（軍事要員2名、警察要員62名）

◇ カナダ：96名（軍事要員5名、警察要員91名）

【合計】 47ヶ国、計9,065名（軍事要員7,031名、警察2,034名）

ＭＩＮＵＳＴＡＨ派遣国ＭＩＮＵＳＴＡＨ派遣国

09年11月現在
15



難民出身国の状況（08年12月31日）

○ アフガニスタンが２８３万人、イラクが１９０万人で、群を抜いて多い

○ ソマリア（５６万）、スーダン（４２万）、コロンビア（３７万）、コンゴ（民）（３７万）、パレスチナ（３４万人）がこれに次ぐ

100万人以上

20万人以上

10万人以上

5万人以上

1万人以上

凡例：当該国出身
の難民の数

出典：ＵＮＨＣＲ ‘2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons’ （16 June 2009）による。
‘Total refugees and people in refugee-like situations’の数により分類。
※ UNHCRのホームページによれば、これらには、難民条約が定義する「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属することを理由に、自国
にいると迫害を受ける十分な恐れがあるために他国に逃れた人々」、「戦争や内戦を理由に自国から逃れた人々」、「実際的又はその他の理由で、難民
の地位が確かではないものの、自国の外におり、難民と同じような危険があり、保護を受けている人々」が含まれる。 16



●

IMB（International Maritime Bureau） より、2009年データ
●は海賊襲撃事例の起こった場所
△は海賊襲撃未遂事例の起こった場所

●

海上輸送路（シーレーン）

海上輸送路（シーレーン）

マラッカ・シンガポール海峡

ロンボク海峡

ホルムズ海峡

バシー海峡

マカッサル海峡

アデン湾

日本のシーレーンと周辺の海賊発生状況（０９年）日本のシーレーンと周辺の海賊発生状況（０９年）

は2009年に日本関係船舶が襲撃を受けた場所（5件）
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※日本関係船舶：日本船籍及び日本の事業者が運航する外国籍船
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東南アジア

ソマリア周辺

東南アジアでの件数は減少傾向にある一方、ソマリア周辺では増加傾向

（資料源） 国際海事局（IMB）報告書

海賊事案（未遂も含む）発生状況の推移海賊事案（未遂も含む）発生状況の推移

ソマリア周辺の海賊の襲撃成功率は、０８年の３８％から０９年の２２％に減少

０９年６月、EUNAVFORハドソン司令官は、「海賊の襲撃成功率は、半年前に３回に１回の割合だったも
のが、①作戦の奏功、②商船の自己防衛能力向上、③悪天候、により、１０回に１回の割合まで下降」と
の旨発言
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○ 過去６０年間以上、米国は国際公共財（グローバルコモンズ）の安全を確保。

○ グローバルな繁栄は、思想、物資、サービスの自由な流れの上に成立。

・ 航空機または船で輸送される物資、海底や宇宙空間を経由して伝達される情報が、その目的地に安
全に到達するとの基本的信用なくしては不可能。

○ アクセス拒否技術及び戦術の発展及び拡散は、この信用を脅かすもの。

○ 国家安全保障上のニーズを満たすため、グローバルコモンズにおける行動の自由と、世界
の重要地域への戦略的アクセスが必要。

海洋、宇宙、サイバー空間の利用に関する米国の懸念海洋、宇宙、サイバー空間の利用に関する米国の懸念

国家防衛戦略(National Defense Strategy (NDS)) 2008.7

○ 最近の一連のトレンドは、グローバルコモンズの安定性への挑戦の増大を示唆。

・ 海外におけるサイバー空間への攻撃や国内におけるネットワークへの侵入

・ 海賊の増加

・ ASAT実験と宇宙を利用する国家の増加
・ 基地、海空アセット、それらを支援するネットワークといった戦力投射の手段にとっての脅威となるシス
テムに投資を行う国家の存在

ＱＤＲ（4年毎の国防計画の見直し） 2010.2

とりわけ、海上交通路、サイバー空間、宇宙の利用の阻害に対する懸念の増大

19



1. 各種高性能センサーによる状況把握

2. その情報をネットワークにより共有（情報共有）

「プラットフォーム中心の戦い」から「ネットワーク中心の戦い（ＮＣＷ*）」へ
*NCW: Network-Centric Warfare

→プラットフォーム（艦船、航空機等）が搭載して

いるセンサーの探知範囲外の情報をリアルタ

イムに得られる

• 遠隔地の司令部からであってもネットワークを通じて極めて短時間に指揮・統制が可能

• 目標に対して迅速・正確かつ柔軟に攻撃力を指向することが可能

• 戦場空間における戦場認識能力のさらなる優位を獲得

• より効率的な戦力運用が可能

効果

無人偵察機
グローバル・ホーク

軍事偵察衛星

情報通信技術の活用～新しい戦争の骨幹～情報通信技術の活用～新しい戦争の骨幹～

20



目的 ○○ 米国の宇宙活動の安全性の確保等米国の宇宙活動の安全性の確保等

○軌道上に存在する宇宙物体（衛星、宇宙ゴミ等）の追跡、識別、データベース化等

現状 光学望遠鏡、レーダーなどのセンサー
からなる宇宙監視ネットワーク（SSN : 
Space Surveillance Network）により
18,000個の宇宙物体を平素から追跡、
識別、データーベース化

宇宙状況監視

レーダー光学望遠鏡

マウイ光学宇宙監視システム
（ハワイ州）

（出典： “Space Surveillance Theory and Network,” Space Primer, U.S. Air Force Univ, (2007)等）

宇宙物体の分布状況のイメージ図（左：低軌道、右：静止軌道）
（出典：ＮＡＳＡホームページ）

米国の宇宙状況監視 ～宇宙監視ネットワークへの取り組み～

米軍の宇宙監視ネットワーク

リンカーン宇宙監視システム
（マサチューセッツ州）
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サイバー戦の動向サイバー戦の動向

●ネットワークへの不正アクセスによる機能不全、情報窃取

● マルウェア（コンピュータ・ウィルス、スパイウェア等の「悪意のこ

もった」ソフトウェア）の使用によるコンピュータやネットワークの破壊、

情報窃取

●上記を組み合わせた例としてDDOS（Distributed Denial of 
Service Attack, 分散型サービス拒否攻撃）による機能不全

CNA及びCNEの主な形態

米国防省はサイバー戦を「コンピュータ・ネットワーク作戦（CNO: Computer Network Operations）」と呼称、
CNOを以下の３つに分類。
●コンピュータ・ネットワーク攻撃（CNA: Computer Network Attack）：コンピュータやコンピュータ・ネットワー
クに存在する情報、またはコンピュータやネットワーク自体を妨害、否定、劣化、破壊することを目的とした、コ

ンピュータ・ネットワークの使用を通じて取られる行動

●コンピュータ・ネットワーク防衛（CND: Computer Network Defense）：情報システム及びコンピュータ・ネッ
トワーク内での不正活動を防止、監視、分析、検出するために取られる行動

●コンピュータ・ネットワーク活用（CNE: Computer Network Exploitation）：標的または敵対者の自動化され
た情報システムまたはネットワークからデータを収集するために、コンピュータ・ネットワークの使用を通じて取

られる行動

サイバー戦とは
（参考）日本政府によるサイバー攻撃の定義
「情報通信ネットワークや情報システムを利用し
た電子的な攻撃」
（平成１７年１２月１日情報セキュリティ政策会議
決定「重要インフラの情報セキュリティ対策に係
る行動計画」より）

● 時間的・地理的な制約が無い

●攻撃者にとってのリスクが小さい

● コストが小さい

●成功した場合の社会的被害、影響が甚大

軍事とサイバー戦

CNA及びCNEの特徴

●中国、北朝鮮等がサイバー攻撃部隊を強化
● ２００７年、イスラエルはシリアの原子炉爆撃前にサイバー攻撃
● ２００８年のロシアのグルジアに対するサイバー攻撃は軍事侵攻と連動
『２００８韓国国防白書』、『２００９年中国の軍事力に関する年次報告書（米国防省）』

等による

サイバー攻撃が軍事の一構成要素として確立されつつある
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○新興勢力（中国、インド等）の台頭

○経済のグローバル化

○経済力の西洋から東洋への移動

○非国家主体の影響力増大

全般

2025年までに国際システムは多極化

米国の情勢認識－グローバルトレンド２０２５米国の情勢認識－グローバルトレンド２０２５

歴史的に、多極世界への移行期は二極及び一極世界よりも不安定

○2025年までの間、もっとも強力なアクター

○相対的なパワーは軍事力を含め低下、影響力は限定

○中東及びアジアでは、重要なバランサーとしての役割

○国際テロ対処のため軍事力を行使する際には依然として重要な役割

米国
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軍事力（国防支出）

冷戦期
（１９７９年） 冷戦後

（２００８年）

経済力（GDP） 兆ドル

冷戦期
（１９７９年）
（ＧＮＰ）

冷戦後
（２００８年）
（ＧＤＰ）

（ミリバラ８０～８１）

億ドル

億ドル

兆ドル

（ミリバラ２０１０）

（ミリバラ８０～８１） （ミリバラ２０１０）

１１.４

１７.０１５.９

（注：表中の数字は、日本を１としたときの各国の国防支出の比率）

９.７

１０.９

１２.０

１.３

５.７

（注：表中の数字は、日本を１としたときの各国のGDP（又はGNP）の比率）

１

０.３

１.１

２.３ ２.３

１０.９
０.３

２.９

３.８

※ 米国の軍事費が世界総額に占める割合（ＳＩＰＲＩ年鑑による）

2001    2002   2003   2004   2005   2006   2007 2008
36%     43%    47%    47%   48%    46%    45% 42%

※ 米国のGDPが世界総額に占める割合（IMFによる）
2001    2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
31%     30%    28%    26%   24%    23%    21%    19%

米国の軍事力と経済力米国の軍事力と経済力
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防衛省・自衛隊の対応
（国際社会との協力）
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冷戦終結後の主要安全保障関連事象とこれに関連する法改正等冷戦終結後の主要安全保障関連事象とこれに関連する法改正等

国連平和協力法案国会提出 廃案

ペルシャ湾への掃海艇の派遣

ＰＫＯ法成立 国際緊急援助隊法の改正

ONUMOZ(モザンビーク）への派遣
「防衛問題懇談会」報告 ルワンダ難民救援隊のザイールへの派遣

07大綱策定 災害時の自衛隊への各種権限の追加

安保共同宣言日米ACSA締結 潜没潜水艦への措置閣議決定

情報本部新設 カンボディア周辺国に空自機派遣

PKO法改正（武器使用等） インドネシア周辺国に空自機派遣
情報収集衛星導入を閣議決定 ホンジュラスに国緊隊初派遣

海保との共同対処マニュアル 周辺事態安全確保法の施行

在外邦人輸送の自衛隊法改正(船舶の追加）
原子力災害特別措置法施行

船舶検査法施行 テロ特措法成立 治安出動等の法改正

東ティモールPKOへの派遣 秘密保全罰則強化施行

情報収集衛星の打上げ ＢＭＤシステム導入決定

事態対処関連３法成立 イラク特措法成立

イラクでの活動に関する「基本計画」を閣議決定

武力攻撃事態対処関連７法成立 安防懇報告 16大綱策定
2+2文書弾道ﾐｻｲﾙ対処の自衛隊法改正 統合幕僚監部設置

再編合意 防衛省移行・国際協力活動の本来任務化の法改正

防衛省発足 新NSC法案 再編特措法の施行 GSOMIAの締結
補給支援特措法成立 防衛省改革

海賊対処法成立 グアム協定 貨物検査法案 イラク特措法期限

補給支援特措法期限 ハイチＰＫＯへの派遣

イラクのクウェート侵攻 日本人人質

デザート・ストーム 雲仙普賢岳噴火

カンボディアPKO
北NPT脱退 ﾐｻｲﾙ発射 PKO日本人死傷
米朝｢枠組み文書」に合意 第１回ARF
阪神・淡路大震災サリン事件 NPT延長
中国による台湾近海ミサイル発射訓練

カンボディアでの暴動 日米「指針」策定

インドネシアでの暴動

北朝鮮、テポドン発射 防衛庁背任事件

能登半島沖不審船事案 東海村臨界事故

ユーゴ空爆 ロシアチェチェン進攻

有珠山噴火 三宅島噴火 秘密漏洩事件

えひめ丸 ９・１１テロ 南西海域不審船

バリ島爆弾テロ 小泉訪朝 ケリー訪朝

イラク戦争 奥大使等殉職 北NPT脱退
第1回６者会合 PSI提唱
イラクで日本人拉致・殺害 中越地震

中国原子力潜水艦による領海侵犯

スマトラ沖地震救援 ロンドン連続テロ

談合事件 北朝鮮ミサイル発射・核実験

前次官逮捕 中越沖地震 ブット首相暗殺

あたご事案 四川地震 ｸﾞﾙｼﾞｱ紛争 ｵﾊﾞﾏ当選

北朝鮮ミサイル発射・核実験

ハイチ地震

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999

2000
2001
2002
2003

2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010

対応策など主要な事象等年
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Ⅲ 我が国の安全保障の基本方針
１ 基本方針
・ 我が国の安全保障の目標
①我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及んだ場合にはこれを排除するとともに、その被害を最小化すること、
②国際的な安全保障環境を改善し、我が国に脅威が及ばないようにすること

・ 目標達成の手段
①我が国自身の努力、②同盟国との協力、③国際社会との協力

Ⅲ 我が国の安全保障の基本方針
４ 国際社会との協力
・ 国際的な安全保障環境を改善し、我が国の安全と繁栄の確保に資するため、政府開発援助（ＯＤＡ）の戦略的な活用を含
め外交活動を積極的に推進

・ 国際社会の平和と安定が我が国の平和と安全に密接に結びついているという認識の下、我が国の平和と安全をより確固
たるものとすることを目的として、国際的な安全保障環境を改善するために国際社会が協力して行う活動（国際平和協力活
動）を主体的・積極的に実施
・ アジア太平洋地域におけるＡＲＦ等の安全保障に関する多国間の枠組み等を推進し、地域における安定した安全保障環
境の構築に向け、適切な役割を果たす

Ⅳ 防衛力の在り方
１ 防衛力の役割
（３）国際的な安全保障環境の改善のための主体的・積極的な取組
・ 国際平和協力活動に適切に取り組むため、教育訓練体制、所要の部隊の待機態勢、輸送能力等を整備し、迅速に部隊
を派遣し、継続的に活動するための各種基盤を確立するとともに、自衛隊の任務における同活動の適切な位置づけを含め
所要の体制を整備
・ 平素から、各種の二国間・多国間訓練を含む安全保障対話・防衛交流の推進や国連を含む国際機関等が行う軍備管理・
軍縮分野の諸活動への協力など、国際社会の平和と安定に資する活動を積極的に推進

国際社会との協力に関する考え方
～防衛計画の大綱（2004年12月10日 閣議決定）（抜粋）～

国際社会との協力に関する考え方
～防衛計画の大綱（2004年12月10日 閣議決定）（抜粋）～
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○ 共通の戦略目標

○ 安全保障環境を確認（テロ・大量破壊兵器等の新たな脅威、アジア太平洋地域における不透明性・不確実性の継続等）

地域地域

○ 以下の共通の戦略目標を、各々の努力、日米安保体制の実施、同盟関係を基調とする協力を通じて追求していくことを確認

・日本の安全を確保し、アジア太平洋地域における平和と安定を強化するとともに、日米両国に影響を与える事態に対処するための能
力を維持する。
・朝鮮半島の平和的な統一を支持する。
・核計画、弾道ミサイルに係る活動、不法活動、北朝鮮による日本人拉致といった人道問題を含む、北朝鮮に関連する諸懸案の平和
的解決を追求する。
・中国が地域及び世界において責任ある建設的な役割を果たすことを歓迎し、中国との協力関係を発展させる。
・台湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促す。
・アジア太平洋地域におけるロシアの建設的な関与を促す。
・北方領土問題の解決を通じて日露関係を完全に正常化する。
・平和で、安定し、活力のある東南アジアを支援する。
・地域メカニズムの開放性、包含性及び透明性の重要さを強調しつつ、様々な形態の地域協力の発展を歓迎する。
・不安定を招くような武器及び軍事技術の売却及び移転をしないように促す。
・海上交通の安全を維持する。

・国際社会における基本的人権、民主主義、法の支配といった基本的な価値を推進する。
・世界的な平和、安定及び繁栄を推進するために、国際平和協力活動や開発支援における日米のパートナーシップを更に強化する。
・NPT、IAEAその他のレジーム及びPSI等のイニシアティブの信頼性及び実効性を向上させること等を通じて、大量破壊兵器及びその
運搬手段の削減と不拡散を推進する。
・テロを防止し、根絶する。
・現在の機運を最大限に活用して日本の常任理事国入りへの希望を実現することにより、国連安全保障理事会の実効性を向上させる
ための努力を連携させる。
・世界のエネルギー供給の安定性を維持・向上させる。

（参考）日米の共通戦略目標（共同発表2005年2月19日）（参考）日米の共通戦略目標（共同発表2005年2月19日）

世界世界
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１． 基本的な考え方

（１） 新たな脅威・多様な事態への対応を含む日本の防衛・周辺事態への対応

（２） 国際的な安全保障環境の改善への取組

○ 共通の戦略目標の達成のため、国際的な安全保障環境を改善する上での日米協力は、同盟の重要な要素に。

○ 日米は、それぞれの能力に基づいて適切に貢献。あわせて、緊密な二国間協力及び政策調整を実施。

（参考）日米の役割・任務・能力（「日米同盟：未来のための変革と再編」 2005年10月29日）（参考）日米の役割・任務・能力（「日米同盟：未来のための変革と再編」 2005年10月29日）

２． 二国間の安全保障・防衛協力において向上すべき活動の例

日米間の協力の更なる向上のための鍵となる分野として、以下の１５分野を列挙。（ただし協力分野はこれに限定されず）

● 防空 ● 弾道ミサイル防衛

● 拡散阻止活動（ＰＳＩ 等） ● テロ対策

● 海上の交通の安全を維持するための機雷掃海、海上阻止行動等 ● 捜索・救難活動

● 情報・監視・偵察活動（ＩＳＲ）（無人機（ＵＡＶ）や哨戒機によるものを含む）

● 人道救援活動 ● 復興支援活動

● 平和維持活動及び他国の平和維持の取組に対する能力構築

● 重要インフラ（在日米軍施設・区域等）の警護

● 大量破壊兵器による攻撃への対応（大量破壊兵器の廃棄及び除染を含む）

● 相互の後方支援活動（補給〈洋上補給・空中給油を含む〉、整備、輸送〈航空輸送、高速輸送艦（ＨＳＶ）によるものを含

む海上輸送〉等）

● 非戦闘員退避活動（ＮＥＯ）のための輸送、施設の使用、医療支援等

● 港湾・空港、道路、水域・空域及び周波数帯の使用
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国際平和協力活動等の取組み
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アジア、中東、アフリカ、中米など、アジア、中東、アフリカ、中米など、約２０の国際活動約２０の国際活動を実施を実施
のべのべ約約３３万人万人に及ぶ自衛隊員を派遣に及ぶ自衛隊員を派遣

自衛隊による国際平和協力活動自衛隊による国際平和協力活動

（国際緊急援助活動）
トルコ(99.9-99.11)
・海上輸送部隊

（国際緊急援助活動）
イラン(03.12-04.1)
・空輸隊

（人道的な国際救援活動）
アフガニスタン(01.10)
（パキスタンに派遣）
・難民救援空輸隊

（国際緊急援助活動）
インド(01.2)
・物資支援隊
・空輸隊

（国連政治ミッション）
ネパール(07.3-継続中)
・軍事監視要員

（ＰＫＯ）
ゴラン高原(96.2-継続中)
・派遣輸送隊
・司令部要員

（人道的な国際救援活動）
イラク（ヨルダンに派遣）
イラク難民救援(03.3-03.4)
・難民救援空輸隊
イラク被災民救援(03.7-03.8)
・被災民救援空輸隊

（イラク人道復興支援特措法に
基づく対応措置）（03.12-09.2）
・復興業務支援隊
・復興支援群
・復興支援派遣輸送航空隊
・派遣海上輸送部隊

（ＰＫＯ）
スーダン(08.10-継続中)
・司令部要員

（人道的な国際救援活動）
ルワンダ（ザイールに派遣）
(94.9-94.12)
・難民救援隊
・空輸派遣隊

（ＰＫＯ）
モザンビーク(93.5-95.1)
・輸送調整中隊
・司令部要員

（国際緊急援助活動）
インドネシア・ジャワ島
(06.6)
・医療援助隊
・空輸部隊

（ＰＫＯ）
カンボジア(92.9-93.9)
・施設大隊
・停戦監視要員

（国際緊急援助活動）
タイ(04.12-05.1)
・派遣海上部隊

（旧テロ対策特措法に基づく
協力支援活動等）（01.11-07.11)
・海上自衛隊
・航空自衛隊

（補給支援特措法に基づく
補給支援活動）（08.1-10.1)
・海上自衛隊

（国際緊急援助活動）
インドネシア・西スマトラ州
(09.10)
・医療援助隊

（人道的な国際救援活動）
東ティモール（インドネシアに派遣）(99.11-00.2)
・避難民救援空輸隊

（ＰＫＯ）（02.2-04.6）
・施設部隊
・司令部要員

（国際緊急援助活動）
ホンジュラス(98.11-98.12)
・医療部隊
・空輸部隊

（国際緊急援助活動）
パキスタン(05.10-05.12)
・航空援助隊
・空輸部隊

（国際緊急援助活動）
インドネシア(05.1-05.3)
・医療・航空援助隊
・海上派遣部隊
・空輸部隊

（国際緊急援助活動）
ロシア(05.8)
・海上派遣部隊

（国際緊急援助活動）
ハイチ(10.1-10.2)
・空輸部隊
・医療援助隊

（ＰＫＯ）
ハイチ（10.2-継続中）
・施設部隊
・司令部要員

インドネシア国際緊急援助活動（インドネシア国際緊急援助活動（09.1009.10））09

ハイチ国際緊急援助活動（ハイチ国際緊急援助活動（10.110.1--10.210.2））

ハイチ国際平和協力業務（ハイチ国際平和協力業務（10.210.2--））
10

補給支援特措法に基づく補給支援活動補給支援特措法に基づく補給支援活動（（0088..11--10.110.1））
スーダン国際平和協力業務（スーダン国際平和協力業務（08.1008.10--））

08

ネパール国際平和協力業務（ネパール国際平和協力業務（07.307.3--））07

インドネシア国際緊急援助活動インドネシア国際緊急援助活動(06.6)(06.6)

インドネシア国際緊急援助活動インドネシア国際緊急援助活動(05.1(05.1--05.3)05.3)

ロシア連邦カムチャッカ半島沖国際緊急援助ロシア連邦カムチャッカ半島沖国際緊急援助(05.8)(05.8)
パキスタン国際緊急援助パキスタン国際緊急援助(05.10(05.10--05.12)05.12)

タイ国際緊急援助活動（タイ国際緊急援助活動（04.1204.12--05.1)05.1)

イラク難民救援国際平和協力業務イラク難民救援国際平和協力業務(03.3(03.3--03.4)03.4)
イラク被災民救援国際平和協力業務イラク被災民救援国際平和協力業務(03.7(03.7--03.8)03.8)

イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置(03.12(03.12--09.2)09.2)
イラン国際緊急援助活動イラン国際緊急援助活動(03.12(03.12--04.04.１１))

東ティモール国際平和協力業務東ティモール国際平和協力業務(02.2(02.2--04.6)04.6)

インド国際緊急援助活動インド国際緊急援助活動(01.2)(01.2)

アフガニスタン難民救援国際平和協力業務アフガニスタン難民救援国際平和協力業務(01.10)(01.10)
旧旧テロ対策特措法に基づく協力支援活動テロ対策特措法に基づく協力支援活動等等（（01.1101.11--07.1107.11))

トルコ国際緊急援助活動トルコ国際緊急援助活動(99.9(99.9--99.11)99.11)
東ティモール避難民救援国際平和協力業務東ティモール避難民救援国際平和協力業務(99.11(99.11--00.2)00.2)

ホンジュラス国際緊急援助活動ホンジュラス国際緊急援助活動(98.11(98.11--98.12)98.12)

ゴラン高原国際平和協力業務ゴラン高原国際平和協力業務(96.2(96.2--))

ルワンダ難民救援国際平和協力業務ルワンダ難民救援国際平和協力業務(94.9(94.9--94.12)94.12)

モザンビーク国際平和協力業務モザンビーク国際平和協力業務(93.5(93.5--95.1)95.1)

カンボジア国際平和協力業務カンボジア国際平和協力業務(92.9(92.9--93.9)93.9)

06

05

04

03

02

01

00

99

98
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94

93
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中
）
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近年の国際平和協力活動について近年の国際平和協力活動について

２００８年 ２００９年 ２０１０年

国

連

Ｐ

Ｋ

Ｏ

等

補給支援特措法

イラク特措法

(1/15)
特措法期限

(7/31)
特措法期限

国連スーダンミッション(UNMIS)（2名）への協力を実施（２００８年～）
(6/30)
実施計画
期限

(11/28)

ｲﾗｸにおける年内の

輸送任務終了を決定

(12/12)

ｲﾗｸにおける

輸送任務を終了

(2/14)

撤収業務隊帰国完了

国連兵力引き離し監視隊（ゴラン高原）(UNDOF)（46名）への協力を実施

（１９９６年～）

国連ネパール政治ミッション(UNMIN)（6名）への協力を実施（２００７年～）
(7/31)

実施計画
期限

(4/30)
現ﾏﾝﾃﾞｰﾄ
期限

(6/30)

現ﾏﾝﾃﾞｰﾄ
期限

(9/30)

実施計画
期限

(5/15)

現ﾏﾝﾃﾞｰﾄ
期限

国連ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)（約350名）への協力を実施（２０１０年～）
(11/30)

実施計画
期限

(10/15)

現ﾏﾝﾃﾞｰﾄ
期限

イ
ラ
ク
復
興
支
援

国
際
テ
ロ
対
応
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ハイチ派遣国際救援隊

連絡調整・広報など

このうちＭＩＮＵＳＴＡＨ
施設の耐震診断を実施する
技官（３名）を派遣

マンパワー主体の部隊
（ドーザ等重機は少数）

部隊の生活基盤を整える
ための部隊

約３５０名【編成の概要】

約９０名

隊本部等 施設中隊 本部管理中隊

約８０名 約１５０名約３０名

ドーザ・油圧ショベル
等大型重機主体の部隊

施設器材中隊

主

要

装

備
中型ドーザ 油圧ショベル グレーダ バケットローダ

自衛隊部隊の展開と編成について（ハイチの例）自衛隊部隊の展開と編成について（ハイチの例）

○ １次要員の展開
・ ハイチ地震災害の復旧支援という性格から迅速な展開を実施。
・ 緊急展開が可能な陸上自衛隊中央即応集団の要員（約２００名）を１次要員として派遣。
・ １次要員は現地到着後速やかに施設活動を開始しつつ、宿営地の造成を実施。

○ ２次要員の展開
・ 活動の主力となる陸上自衛隊北部方面隊では、装備の緊急取得、緊急整備等により準備期間を短縮。
・ 輸送機・民間船舶のチャーターにより、命令発出後２０日あまりで現地に向けて展開を開始。
・ じ後、順次１次要員と交代しつつ本格的な施設活動を実施予定。
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中央即応集団の概要中央即応集団の概要

防衛計画の大綱に基づき、新たな脅威や多様な事態に実効的に対処するとともに、国際平和協力活動に主体的か
つ積極的に取り組むため、２００７年３月に陸自中央即応集団を新編。

② 新たな脅威や多様な事態への実効的な対応

機動運用部隊や各種専門部隊を一元的に管理することにより、ゲリラ・特殊部隊による攻撃などの各種の事態発
生時に各地に部隊を迅速に派遣することが可能。

① 国際平和協力活動への主体的・積極的に取り組む体制の強化

国際平和協力活動に迅速かつ継続して一定の部隊を派遣できるよう、国際平和協力活動の指揮を一元的に行うと
ともに、同活動に係る専門的な教育訓練を実施。

中 央 即 応 集 団

第

１
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

団

中
央
特
殊
武
器
防
護
隊

特

殊

作

戦

群

第

１

空

挺

団

司

令

部

及

び

司

令

部

付

隊

国

際

活

動

教

育

隊

中

央

即

応

連

隊

(朝霞) (習志野) (習志野) (木更津) (大宮) (駒門) (宇都宮)

【２０１０年３月現在】 約4,200名
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中央即応連隊の概要中央即応連隊の概要

編 成
定 員：約700人
新編時期：2008年３月
配置場所：宇都宮(栃木県)

主要装備品
軽装甲機動車 ：約80両
高機動車 ：約10両
装輪装甲車 ：約10両

中央即応連隊

中
央
即
応
連
隊
本
部

及
び
本
部
管
理
中
隊

普

通

科

中

隊

約280人 約140人×３

約700人

軽装甲機動車 高機動車

９６式装輪装甲車

テロが発生した場合等における方面隊の増援機能だけでなく、国際平和協力活動の派遣決定後迅速に先遣隊とし
て現地において準備を行うなどの機能を有する中央即応連隊を２００８年３月に新編。
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平和支援訓
練センター
（ケニア）

紛争管理のため
のアフリカセンター
（ルワンダ）

バマコ平和維
持学校（マリ）

１．趣旨
日本は、アフリカ諸国自らが問題を認識し、その解決に取
り組んでいく自助努力の分野における支援を重点的に実施。
その一環として、防衛省・自衛隊は、アフリカのＰＫＯセン
ターの機能強化を図ることにより、アフリカの平和と安定に寄
与することを目的として、アフリカＰＫＯセンターへ陸上自衛
官を講師として派遣。

２．派遣実績
①２００８年１１月２１日～１１月３０日 ２名（エジプト）
②２００９年５月２２日～６月６日 １名（エジプト）
③２００９年８月２８日～９月５日 ２名（マリ）

３．講義内容
・ 国際平和協力活動の現場における現地住民との関係構築
・ 国際平和協力活動に適切に取り組むための教育訓練体制
の構築
・ 軍事組織による国際的な救援活動

我が国のアフリカＰＫＯセンターへの支援

アフリカ紛争解決
平和維持訓練カイ
ロ地域センター
（エジプト）

コフィ・アナン平
和維持訓練セン
ター（ガーナ）

アフリカ戦略研究
センター
（ナイジェリア）

南アフリカ国立平和維持
活動センター（南アフリカ）

我が国のアフリカＰＫＯ訓練センターへの支援我が国のアフリカＰＫＯ訓練センターへの支援

紛争後地域における
地雷・不発弾処理訓
練センター
（ベナン）
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トルコ

99.9.23～99.11.22
トルコトルコ

9999.9.23.9.23～～9999..11.2211.22
ホンデュラス

98.11.13～98.12.9
ホンデュラスホンデュラス

9898.11.13.11.13～～9898.12.9.12.9

タイ

04.12.28～04.1.1
タイタイ

0404.12.28.12.28～～0404.1.1.1.1

インドネシア

05.1.6～05.3.23
インドネシアインドネシア

0505.1.6.1.6～～0505.3.23.3.23

イラン

03.12.30～04.1.6
イランイラン

0303.12.30.12.30～～0404.1.6.1.6

ロシア

05.8.5～05.8.10
ロシアロシア

0505..88..55～～0505.8.8..1010

インドネシア

06.6.1～06.6.22
インドネシアインドネシア

0606.6.1.6.1～～0606.6.22.6.22

パキスタン

05.10.12～05.12.2
パキスタンパキスタン

0505.10.12.10.12～～0505.12.2.12.2

自衛隊が実施した国際緊急援助活動自衛隊が実施した国際緊急援助活動

インド

01.2.5～01.2.11
インドインド

0101.2.5.2.5～～0101.2.11.2.11

ハイチ

10.1.18～10.2.16
ハイチハイチ

1010.1.18.1.18～～1010.2.16.2.16

インドネシア

09.10.5～09.10.17
インドネシアインドネシア

0909.10.5.10.5～～0909.10.17.10.17
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統合連絡調整所及び宿営地

（州庁舎テニスコート）

パダン市

クドゥ・ガンティン村

医療援助活動実施地域
・仮設診療所（市場）
・巡回診療

パリアマン市

10㎞

インドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害に対する自衛隊の活動についてインドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害に対する自衛隊の活動について

防衛省・自衛隊の対応 （2009年）

・９月３０日：インドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害が発生（マグニチュード７．６）

（１） 全般
・１０月２日 インドネシア共和国政府から外務省へ派遣要請
・１０月３日 外務省から国際緊急援助活動等への協力を求める協議
同日 「インドネシア共和国への国際緊急援助隊の派遣に係る準備

に関する防衛大臣指示」を発出
同日 調査チーム（約３０名）出発
・１０月５日 「国際緊急援助活動の実施に関する自衛隊行動命令」を発出

（２） 活動の概要

・１０月５日 行動命令を受け、医療援助隊は西スマトラ州パダン・パリアマン

県において、医療活動開始

また、現地に統合連絡調整所を設置

・１０月１７日 終結命令を受け、医療活動終了

・１０月２０日 派遣部隊全員帰国

（３）活動実績

・診察：９１９名

防衛省・自衛隊の対応 （2009年）

・９月３０日：インドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害が発生（マグニチュード７．６）

（１） 全般
・１０月２日 インドネシア共和国政府から外務省へ派遣要請
・１０月３日 外務省から国際緊急援助活動等への協力を求める協議
同日 「インドネシア共和国への国際緊急援助隊の派遣に係る準備

に関する防衛大臣指示」を発出
同日 調査チーム（約３０名）出発
・１０月５日 「国際緊急援助活動の実施に関する自衛隊行動命令」を発出

（２） 活動の概要

・１０月５日 行動命令を受け、医療援助隊は西スマトラ州パダン・パリアマン

県において、医療活動開始

また、現地に統合連絡調整所を設置

・１０月１７日 終結命令を受け、医療活動終了

・１０月２０日 派遣部隊全員帰国

（３）活動実績

・診察：９１９名
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マイアミ

ドミニカ

ハイチ

統合連絡調整所（ハイチ、マイアミ等）

レオガン

空輸隊

医療援助隊

●約１００名（うち医官約１４名）

ハイチにおける大地震に対する自衛隊の活動についてハイチにおける大地震に対する自衛隊の活動について

防衛省・自衛隊の対応 （2010年）

・１月１３日：ハイチにおける大地震が発生（マグニチュード７．０）

（１） 全般
・１月１４日 外務省、ＪＩＣＡの要員とともに、防衛省からも要員２名を現地へ調査のため派遣
・１月１５日 外務省から国際緊急援助活動に係る輸送の実施について協議
同日 「ハイチ共和国への国際緊急援助隊の派遣に係る準備に関する防衛大臣指示」を発出
・１月１７日 「国際緊急援助活動に係る輸送活動の実施に関する自衛隊行動命令」を発出
・１月１８日 外務省よりＣ－１３０Ｈ輸送機を用いて、在ハイチ被災民の米国への緊急退避の支援を

行うこと等について協議
同日 「国際緊急援助活動に係る輸送活動の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更す

る行動命令」を発出し、Ｃ－１３０Ｈ輸送機による被災民の空輸の実施を決定
同日 状況に応じ追加的な活動を実施するため、「ハイチ共和国への国際緊急援助隊の派

遣に係る準備に関する防衛大臣指示」を発出
・１月２０日 「国際緊急援助活動等の実施に関する自衛隊行動命令」を発出し、医療援助隊（医官１

４名を含む約１００名）の派遣を決定
・２月１２日 「国際緊急援助活動等の終結に関する自衛隊行動命令」を発出

（２） 活動の概要

・１月１８日 行動命令を受け、マイアミからハイチへＪＩＣＡ国際緊急援助隊医療チームを輸送、復路

において在ハイチ被災民３４人を米国へ輸送

・１月２３日 医療援助隊のうち第１波（３４名）がハイチに到着。爾後レオガン市エピスコパル看護学

校において医療活動を開始

・１月２３日 順次医療援助隊要員をハイチへ輸送（～２９日）

・２月１４日 医療援助活動を終結（現地時間２月１３日）

（３）活動実績

・診察：２９５４名

防衛省・自衛隊の対応 （2010年）

・１月１３日：ハイチにおける大地震が発生（マグニチュード７．０）

（１） 全般
・１月１４日 外務省、ＪＩＣＡの要員とともに、防衛省からも要員２名を現地へ調査のため派遣
・１月１５日 外務省から国際緊急援助活動に係る輸送の実施について協議
同日 「ハイチ共和国への国際緊急援助隊の派遣に係る準備に関する防衛大臣指示」を発出
・１月１７日 「国際緊急援助活動に係る輸送活動の実施に関する自衛隊行動命令」を発出
・１月１８日 外務省よりＣ－１３０Ｈ輸送機を用いて、在ハイチ被災民の米国への緊急退避の支援を

行うこと等について協議
同日 「国際緊急援助活動に係る輸送活動の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更す

る行動命令」を発出し、Ｃ－１３０Ｈ輸送機による被災民の空輸の実施を決定
同日 状況に応じ追加的な活動を実施するため、「ハイチ共和国への国際緊急援助隊の派

遣に係る準備に関する防衛大臣指示」を発出
・１月２０日 「国際緊急援助活動等の実施に関する自衛隊行動命令」を発出し、医療援助隊（医官１

４名を含む約１００名）の派遣を決定
・２月１２日 「国際緊急援助活動等の終結に関する自衛隊行動命令」を発出

（２） 活動の概要

・１月１８日 行動命令を受け、マイアミからハイチへＪＩＣＡ国際緊急援助隊医療チームを輸送、復路

において在ハイチ被災民３４人を米国へ輸送

・１月２３日 医療援助隊のうち第１波（３４名）がハイチに到着。爾後レオガン市エピスコパル看護学

校において医療活動を開始

・１月２３日 順次医療援助隊要員をハイチへ輸送（～２９日）

・２月１４日 医療援助活動を終結（現地時間２月１３日）

（３）活動実績

・診察：２９５４名

日時は全て日本時間
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ジブチ

EUNAVFOR

NATO

哨 戒 機

EUNAVFOR

自国枠組み
（日本）

CTF151

アデン湾アデン湾

商 船 護 衛

自国枠組み等
（日本、中国、インド等）

ゾ ー ン ･ デ ィ フ ェ ン ス

IRTC(国際
推奨
航路

)

IRTC(国際
推奨
航路

)

ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に係る各国の取組みソマリア沖・アデン湾における海賊対処に係る各国の取組み

ソマリア沖・アデン湾は、我が国及び国際社会にとって、欧州や中東から東アジアを結ぶきわめて

重要な海上交通路。当該海域においては、最近でも重火器で武装した海賊による事案が多発・急増。

■連絡要員をバーレーン及びジブチに派遣。
■関係国・関係機関と、海賊の発生状況、各国活動状況等について、
連絡要員等を通じて情報交換。
■個々の艦艇間やＰ－３Ｃと他国艦艇の間においても通信により
情報交換。

アデン湾の通航実態

○ スエズ運河の通航隻数:年間約1.8万隻
（パナマ運河：約1.4万隻、マ・シ海峡：9.3万隻）

○ コンテナの荷動き:約20百万TEU(全世界
のコンテナ荷動きの約２割)

【我が国と関係国・機関との連携】
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Ａ点

先導護衛艦

後続護衛艦

約900km

哨戒ヘリ哨戒ヘリ
護衛対象船舶

●

ジブチ

Ｂ点

商 船

海賊の疑いのあ
る船舶

護衛対象船舶

派遣海賊対処行
動水上部隊

情報収集
情報提供
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Ｂ点

警戒監視、情報収集・提供を継続

海賊対処行動の概要海賊対処行動の概要

他国艦艇



護衛艦×１ 護衛艦×１

○特別警備隊隊員が乗艦
○各艦に哨戒ヘリ×１～２機、特別機動船×１～２隻を搭載
○海上保安官：８名同乗

警衛隊整備補給隊

飛行隊
「P‐3C×2」

基地業務隊 警務隊

司 令 部司 令 部

派遣海賊対処行動水上部隊指揮官
同 副司令(基地業務隊長(兼))

派遣海賊対処行動航空隊司令

派遣部隊の編成派遣部隊の編成

合計約１５０名（海約１００名、陸約５０名）合計 約４００名

：海及び陸自隊員による編成

：海自隊員による編成

自衛艦隊司令官

海上保安官
（８名同乗）

この他、航空支援集団司令官隷下に、Ｃ－１３０Ｈ等からなる空輸
隊等を編成し、所要に応じ、物資等の航空輸送を実施
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● 各国が自由意思で参加

● 活動に際しては、特定の事態や対象国を想定しない

● 阻止に関する行動は、国際法及び各国の国内法の範囲内で実施
（←ＰＳＩ自体が、既存の法規範を超えて新たな規範を作ることはない）
（←各国がとる具体的措置の態様は、それぞれの国内法令に応じて異なる）

● 各国が実施可能な手段を用い、国際的連携により拡散を阻止
（←輸出管理、海上法執行など平素の活動や情報共有等、国内関係機関が持つあらゆる手段を組合わせる）
（←机上訓練や乗船訓練の実施等を通じ、各国のオペレーション能力及び国際連携能力を向上）

１．１．ＰＳＩとはＰＳＩとは

● 国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル・それらの関連物資の拡散を阻止する
ため、国際法・各国国内法の範囲内で、国際社会が連携してそれぞれ実施可能な措置を検討・実践する取組。
2003年5月、ブッシュ大統領が提案。
● 各国が自国の領域内において輸出管理等の措置を実施することに加え、自国の領域を越える範囲でも情
報交換等により他国と連携して大量破壊兵器等の拡散阻止に努める。国内においても、法執行機関、軍・防
衛当局、情報機関等、関係機関の間の連携を重視。

● こうした阻止活動の原則は、政治的文書である「阻止原則宣言」（Statement of Interdiction Principles)に
まとめられ、ＰＳＩにおける活動の指針として機能している。

● 現在、日、米、英、伊、オランダ、豪、仏、独、スペイン、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、カナダ、ノル
ウェー、ロシア、デンマーク、トルコ、ギリシャ、ニュージーランド、アルゼンチンの２０か国をはじめとする９０か
国以上（注）が、ＰＳＩの活動の基本原則や目的に対する支持を表明。
（注）アジア地域の支持国は８か国（日、韓、カンボジア、シンガポール、スリランカ、フィリピン、ブルネイ、モンゴル）。

２．活動の基本原則２．活動の基本原則

ＰＳＩ（拡散に対する安全保障構想）について
（Proliferation Security Initiative）

ＰＳＩ（拡散に対する安全保障構想）について
（Proliferation Security Initiative）
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（１） 阻止訓練の精力的な実施

● これまで、陸上・海上・航空等、様々な形態の阻止訓練を世界各地域において実施。その結果、 ①各国

の関係機関による大量破壊兵器等の拡散阻止に関する能力の向上、②各国の法執行機関、軍・防衛当局、
情報機関等による相互の連携の強化、③ＰＳＩ非参加国によるＰＳＩへの理解の深化等の成果が上がっている。

● 我が国はこれまで行われた各国主催訓練に対して積極的に参加しているほか、０４年と０７年には、我が

国が訓練を主催している。

３．３．ＰＳＩＰＳＩの主な活動内容の主な活動内容

（２） 参加国・協力国の拡大に向けた努力（アウトリーチ活動）

参加各国による連携が鍵となるＰＳＩにおいては、参加国・協力国の範囲を拡大し、大量破壊兵器等の拡散阻

止のための網の目を細かくすることが重要との認識の下、ＰＳＩ参加国は、非参加国に対する働きかけ（アウト
リーチ活動）を精力的に展開。

（３） 各種会合を通じた活動内容の精査

ＰＳＩ発足後、これまで総会（局長級）及び専門家会合（局次長級）を精力的に開催し、その結果、ＰＳＩが行う
阻止活動の基本原則を定める「阻止原則宣言」の採択（ＰＳＩが行う阻止活動が国際法・各国国内法の範囲内
で行われることを確認）、②阻止訓練の効率的な実施計画の策定、③ＰＳＩの実施に伴う法的問題の検討の進
展等の成果が上がっている。

ＰＳＩ（拡散に対する安全保障構想）について
（Proliferation Security Initiative）

ＰＳＩ（拡散に対する安全保障構想）について
（Proliferation Security Initiative）
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国際平和協力活動等のための各種基盤
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いわゆる本来任務（自衛隊法第３条の任務）

⇒ 自衛隊法第６章（自衛隊の行動）で規定(但し、補特の活動は附則)

○「主たる任務」(第１項) (「直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛すること」)

防衛出動（第７６条）

○第１項のいわゆる従たる任務 （「必要に応じ、公共の秩序維持に当たる」）
国民保護等派遣（第７７条の４）
治安出動（第７８条、第８１条）
警護出動（第８１条の２）
海上における警備行動（第８２条）
海賊対処行動（第８２条の２）
弾道ミサイル等に対する破壊措置（第８２条の３）
領空侵犯に対する措置（第８４条）
災害派遣（第８３条）
地震防災派遣（第８３条の２）
原子力災害派遣（第８３条の３）

いわゆる付随的な業務

⇒ 自衛隊法第８章（雑則）等で規定

土木工事等の受託（第100条）
教育訓練の受託（第100条の2）
運動競技会に対する協力（第100条の3）

機雷等の除去（第８４条の２）

在外邦人等の輸送（第８４条の３）
［第８章雑則より移行］

国際平和協力活動等の本来任務化（2007年1月改正法施行）国際平和協力活動等の本来任務化（2007年1月改正法施行）

○第２項のいわゆる従たる任務 (「主たる任務の遂行に支障を生じない限度」で、
「別に法律で定めるところにより」実施)

周辺事態法に基づく後方地域支援等（第８４条の４第１項、第２項第１号・第２号）

国際緊急援助活動等（第８４条の４第２項第３号）

国際平和協力業務（第８４条の４第２項第４号）

［第８章雑則より移行］

南極地域観測に対する支援（第100条の4）
国賓等の輸送（第100条の5）
不発弾等の処理（附則第4項←現行：附則第14項）
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体制の整備・教育訓練の推進

■ 陸上自衛隊中央即応集団を新編し、その下に国際活動教育隊や中央即応連隊を新編、国際平和
協力活動にも活用

■ 陸上自衛隊は、約1,250名の要員指定を方面隊ごとにローテーションし、派遣態勢を確立

■ 陸上自衛隊中央情報隊に現地情報隊を設置、国際任務の遂行等にかかわる現地安全情報の収
集等を実施

■ 国際平和協力活動に従事する要員の育成、国連等の国際機関へ派遣可能な人材の育成

■ ＡＲＦ災害救援演習への参加や、各種多国間訓練（コブラ・ゴールド等）への参加

輸送能力等の強化

■ ヘリコプター搭載護衛艦（DDH）の整備
■ 空中給油・輸送機（KC－７６７）の整備
■ 次期輸送機（C－２（仮称））の整備

１６ＤＤＨ（ひゅうが）
Ｃ－２（仮称）

ＫＣ－７６７

国際平和協力活動の体制強化のための施策国際平和協力活動の体制強化のための施策

航続距離航続距離

C-2（仮称）
6,500km

C-130
4,000km

C-1

1,7
00k
m （
2.6
トン
搭載
）

（5トン搭載）

（12トン搭載）
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装備品等の改善・充実

隊員の安全確保及び任務遂行の基盤として必要な国際活動対応装備品を改善・充実

■ 輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７）の国際活動仕様化

・ 衛星電話、防弾板の整備

・ 傷病者をヘリコプターにより輸送するための器材（ＭＥＤＥＶＡＣ器材、機内での応急処置が可能）の整備

・ 多様な環境下での活動を可能とするためのヘリコプターエンジンの能力向上

■ 野外での高度な医療活動のための移動式医療システムの整備

■ 固定翼哨戒機（Ｐ－３Ｃ、Ｐ－１）の国外での指揮統制能力を高めるシステム（可搬式ＭＡＣＣＳ）の整備

■ 各種車両等の国際活動仕様化

可搬式ＭＡＣＣＳ※（イメージ）

内科・精神科

通路天幕

手術室
収容天幕電源

移動式医療システム

エンジンの高出力化

防弾板の整備

衛星電話の整備

ＭＥＤＥＶＡＣ※器材の整備

ＣＨ－４７ＪＡの改修

※MEDEVAC：MEDICAL EVACUATION（航空後送）※MACCS：Marine Air Command Control System（海上航空作戦指揮統制システム） 48



国際平和協力 セ ン タ ー （ 仮 称 ）

国 際 活 動 教 育 隊

陸上自衛官（派遣部隊の基幹要員等）に対し、国際平和協力活動に従事するために必要な教育を実施

既存施設の活用等により、２０１１年度から教育等を開始
国際平和協力活動に関する企画・立案等を担当する要員や国際機関の司令部要員等を養成

・ 今年度末、統幕学校の下に、国際平和協力センター（仮称）を新編
・ ２０１０年度には、教育等の準備及び事業検討作業を行うとともに、研究に着手
・ ２０１１年度以降、既存施設の確保状況を踏まえつつ、教育等を開始

国際平和協力活動教育の強化国際平和協力活動教育の強化
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安保対話、防衛協力・交流
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二国間

三国間

多国間

発展・深化期
（2000年初頭～）

草創期
（90年代～2000年初頭）

冷戦期

相互理解・信頼関係の増進

＋

→各国の国防政策に係る説明・

相互理解の促進に主眼

紛争解決を最終目標とするも
当面は信頼醸成に主眼

相互理解・信頼関係の増進

域内における具体的な安保・防衛協力の推進

（非伝統的安全保障（災害救援、海上安全保障、
テロ対策等）、後方分野が中心）

政策的「交流」の開始

域内多国間「対話」の開始

引き続き

「交流」から「協力」へ

二国間・多国間を補完する取組み
同盟等とのネットワーク化
（日米豪、日米韓）

＋

「対話」から
「協力・域内秩序の構築」へ

局所的・限定的
「交流」

中国・韓国・西欧等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

94年 97年 03年 06年 09年 10年？ 15年？

ＡＲＦ創設 災害救援ISM テロ・越境犯罪ISM ＡＤＭＭ創設 海上安全保障ISM ＡＤＭＭ+ ＡＳＥＡＮ共同体？

不拡散及び軍縮ISM

災害救援ＶＤＲ実施

ＡＲＦ等の発展

安保対話・防衛交流の発展・深化
～交流・対話から協力・域内秩序の構築へ～

安保対話・防衛交流の発展・深化
～交流・対話から協力・域内秩序の構築へ～
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国際会議での会談

ハイレベル訪問

ハイレベル受入

実務レベル協議

諸外国との定期的な実務協議の実施状況諸外国との定期的な実務協議の実施状況

'85 '90 '95 '00 '05 '10
ＰＭ ＭＭ 「２＋２」開催 安保共同宣言

次官級

高級事務レベル協議

実務者対話作業部会

共同作業グループ会合

次官級

英 国

中 国

ＮＡＴＯ

韓 国

ドイツ

フランス

オーストラリア

ロシア

カナダ

インドネシア

シンガポール

タ イ

マレーシア

インド

ベトナム

パキスタン

フィリピン

ニュージーランド

防衛省主催による多国間安全保障対話実施状況防衛省主催による多国間安全保障対話実施状況

'10'05'00'95

アジア太平洋地域防衛当局フォーラム

陸軍兵站実務者交流

アジア・太平洋諸国海軍大学セミナー

戦争史研究国際フォーラム

指揮幕僚課程学生多国間セミナー

アジア太平洋地域防衛当局フォーラム分科会

国際防衛学セミナー

国際士官候補生会議

安全保障国際シンポジウム・国際安全保障コロキアム

第１回共通安全保障課題に関する東京セミナー

国際航空防衛教育セミナー

指揮幕僚課程学生多国間セミナー

指揮幕僚課程学生多国間セミナー

内部部局 陸上自衛隊 海上自衛隊

日ＡＳＥＡN諸国国防当局次官級会合

覚書締結ＰＭ・ＭＭ 二国間訓練実施
航空自衛隊 防衛大学校 防衛研究所

安全保障対話・防衛交流の発展
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防衛交流覚書改定による実際的な
協力推進（2008年12月）

日豪ＡＣＳＡ
（交渉中）

共同訓練の深化

日豪防衛協力・交流日豪防衛協力・交流

安全保障協力に関する
日豪共同宣言
（2007年3月）

安全保障分野での協力強化を確認 （テロ対策、軍縮・不拡散、平和活動、戦略的評価及び情報交換等）

○ 協力推進のための行動計画の策定
○ 両国防衛相間の対話の強化（年次ベース）／両国外相間での対話の強化（年次ベ－ス）
○ 外務・防衛両省の合同対話の強化（定期的な閣僚レベル「２＋２」の創設を含む）

同盟関係にない国との安全保障に特化した二国間共同宣言は初めて

Ⅱ 国際平和協力活動の現場における日豪協力の積み重ねⅠ 防衛交流の積み重ね

③イラク人道復興支援活動（０３．１２～０９．２）

①カンボジアＰＫＯ（９２．９～９３．９）

②東ティモールＰＫＯ（０２．２～０５．６）防衛当局間協議等

ハイレベル交流 部隊間交流

研究交流

留学生の交換 多国間協議等

日豪両国

背景 防衛分野での日豪間の信頼関係蓄積の成果

日米豪３ヶ国協力の強化
秘密情報の共有・保護に
関する日豪両政府間のあ
り得べき枠組検討

日豪「２＋２」

防衛協力の深化
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日韓防衛協力・交流日韓防衛協力・交流

日韓防衛交流に関する意図表明文書
（2009年4月）

従来の交流を踏まえた今後の交流発展の方向性を示すもの

○人的交流（ハイレベル交流・実務者交流等）
○部隊間交流
○捜索・救助活動に関する共同訓練の定期的な実施
○国際平和協力業務、国際緊急援助活動、人道復興支援活動に関する協力等の実施

防衛交流の積み重ね

防衛当局間協議等

ハイレベル交流 部隊間交流

研究交流

留学生の交換 多国間協議等

日韓両国

背景

防衛分野での日韓間の
相互理解・信頼醸成の強化

李明博政権の誕生
（2008年2月）

＋

歴史問題
海上捜索・救難訓練
（1999年より計6回実施）

共同訓練の深化
様々なレベル・分野における防

衛協力・交流の強化

防衛協力の深化

緊急連絡体制の構築日米韓３ヶ国協力の強化
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周辺諸国との相互理解 ・ 信頼醸成の強化周辺諸国との相互理解 ・ 信頼醸成の強化

未来志向の視点で二国間・
多国間の交流・対話を実施

対立感や警戒感をなくし
協力的・協調的雰囲気を醸成

戦略的協力
パートナーシップ

未来志向の
グローバルな関係

戦略的互恵関係

戦略的協力
パートナーシップ

アジア太平洋地域における
パートナー
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中国との交流（「戦略的互恵関係」の推進）の意義

○ アジア太平洋地域に大きな影響力を持つ重要な隣国である中国と、互いの防衛政策等について率直に議論し、相互理解を深め、信頼関係を増進。

○ 率直な対話・交流を通じて、軍事力及び国防政策等の透明性向上を働きかけていくことが重要。

○○ 「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明（2008年5月)
・ 「安全保障分野におけるハイレベル相互訪問を強化し、様々な対話及び交流を促進し、

相互理解と信頼関係を一層強化」

○○ 日中両政府の交流と協力の強化に関する共同プレス発表日中両政府の交流と協力の強化に関する共同プレス発表（2008年5月)
・ 防衛分野の交流を含む今後の交流の方向性
・ 防衛大臣の訪中、防衛当局間協議、幕僚長レベルの交流、海自艦艇の訪中等

○○ 日中防衛当局共同プレス発表日中防衛当局共同プレス発表（2009年11月)
・ 防衛大臣の訪中（2010年内）をはじめとするハイレベル交流の継続的実施
・ 陸自方面隊と人民解放軍大軍区の交流
・ 海上における捜索・救難に関する共同訓練の実施
・ 防衛当局高級事務レベル協議及び幕僚対話の実施
・ 人道支援･災害救援に関する共同訓練等の具体的な協力に向けた意見交換の実施
・ 海上連絡メカニズムの確立のための協議の実施

日中防衛交流に関するハイレベルの声明等

国防部長の訪日(2009年11月)
人民解放軍副総参謀長の訪日(2009年2月)

2007年11月 中国艦艇「深圳」の訪日（晴海）

2008年 6月 海自艦艇「さざなみ」の訪中（湛江）

2009年11月 中国練習艦「鄭和」訪日（江田島・呉）

艦艇の相互訪問

防衛当局間
協議等

ハイレベル交流 部隊間交流

教育・研究交流

佐官級・尉官級
の交流

多国間協議等

日中両国

2008年9月 中国側尉官級交流団が初訪日
2009年3月 日本側尉官級交流団が初訪中

初の尉官級交流
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日中防衛交流・協力日中防衛交流・協力

防衛交流の積み重ね

最近の主な動き

防衛大臣の訪中(2009年3月)海幕長の訪中(2009年7月）
空幕長の訪中(2009年11月) 陸幕長の訪中(2010年2月)



ロシアとの交流の意義

○ 欧州・中央アジア及びアジア太平洋地域に大きな影響力を持ち、かつ地政学的観点から我が国の安全保障にとって重大な影響を持つロシアと、率直な対話・

交流を通じて、相互理解を深め、信頼関係を増進。

○○ 日露関係に関する東京宣言日露関係に関する東京宣言（1993年10月)
・ 安全保障面を含む両政府当局間の対話の重要性の確認、交流の更なる活発化

○○ 日露海上事故防止協定日露海上事故防止協定（1993年10月)
・ 自衛隊及び露連邦軍の艦艇及び航空機の事故防止のための禁止行為等を規定

○○ 日露間の創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言日露間の創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言（1998年11月)
・ 安全保障及び防衛分野における交流の継続及び深化

○○ 「日露防衛交流覚書」「日露防衛交流覚書」（対話及び交流の発展のための基盤構築に関する覚書）（対話及び交流の発展のための基盤構築に関する覚書）（1999年8月)
・ 防衛大臣の相互訪問、防衛当局間・幕僚間の協議及び対話の継続的実施

・ 防衛交流に関する共同作業グループ会合の開催
・ 艦艇の相互訪問、海上における捜索・救難共同訓練・親善訓練の実施
・ 教育・研究機関の交流

○○ 日露行動計画日露行動計画（2003年1月)
・ ハイレベルの防衛交流の拡大、防衛当局間協議の継続、共同訓練・親善訓練の継続

○○ 「日露防衛交流覚書」の改定「日露防衛交流覚書」の改定（対話及び交流の更なる発展のための覚書）（対話及び交流の更なる発展のための覚書）（2006年1月)
・ 陸上、空関連の部隊間交流の拡大

07年8月 海自艦艇の訪露(ウラジオ）

08年10月 露太平洋艦隊艦艇の訪日（舞鶴）

※ 訪問最終日に第９・１０回捜索・救難共同訓練を実施

防衛当局間
協議等

ハイレベル交流 部隊間交流

教育・研究交流

多国間協議等

日露両国

08年9月、09年9-10月 陸自・露地上軍間の演習オブザーバー相互派遣
07年12月、08年11月 空自・露空軍代表団の相互訪問

日露防衛交流・協力日露防衛交流・協力

防衛交流の積み重ね

最近の主な動き

日露防衛交流に関するハイレベルの声明・文書
※ 青字：首脳間
赤字：防衛当局間

07年6月 空幕長の訪露

08年3月 露地上軍総司令官訪日

08年4月 統幕長の訪露

改定覚書に基づく新たな部隊間交流
艦艇の相互訪問及び捜索・救難共同訓練幕僚長の相互訪問

08年7月、09年10月 医務担当間交流新たな分野の交流
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ＡＤＭＭ
（ＡＳＥＡＮ国防大臣会合）

(ブルネイ インドネシア マレーシア タイ
フィリピン シンガポール ベトナム

ラオス カンボジア
ミャンマー

日本 韓国 中国

ＥＵ

ペルー メキシコ チリ

香港 台湾
太平洋諸島フォーラム（◆）

ＡＳＥＡＮ事務局（◆）

ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）

米国 カナダ ロシア

豪州 ニュージーランド インド

ＡＳＥＡＮ＋３

ＥＡＳ（東アジア首脳会議）

ＡＳＥＡＮ・ＰＭＣ（ＡＳＥＡＮ拡大外相会議）

（◆）は、オブザーバー参加

地域協力枠組の現状地域協力枠組の現状

ＡＳＥＡＮ

日中韓協力

ＡＲＦ（ＡＳＥＡＮ地域フォーラム）

日本 中国 韓国 インド 豪州 ロシア 米国
カナダ ニュージーランド ＥＵ モンゴル 北朝鮮
パキスタン 東ティモール バングラデシュ
スリランカ パプア･ニューギニア

ブルネイ インドネシア マレーシア タイ
ラオス カンボジア ミャンマー フィリピン
シンガポール ベトナム

貿易・投資、金融、保健、環境、エネルギー等の
様々な分野における地域協力の進展

安全保障分野における域内枠組
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各自衛隊の活動地域

ＡＲＦ災害救援実動演習（現地での自衛隊の活動）ＡＲＦ災害救援実動演習（現地での自衛隊の活動）

海自（２９名）
期間：５／４～６
場所：マニラ湾及びｸﾗｰｸ基地
内容：救難活動（US2×１）、航空機展示

空自（３２名）
期間：５／２～６
場所：ｸﾗｰｸ基地
内容：陸自部隊の輸送（C-130）、航空機展示

陸自（２６名）
期間：５／４～５
場所：イラム地区
内容：浄水（浄水セット）、医療活動、防疫活動

フィリピン

実動演習の参加国（１４ヶ国・地域）
日本、比、米、豪、EU、インドネシア、ブルネイ、モンゴル、ニュージーランド、パプアニューギニア、シンガポール、中国、韓国、スリランカ
（オブザーバー参加：１２ヶ国）

○ 日程 ２００９年５月４～８日

○ 場所 フィリピン

○ 名称 Voluntary Demonstration of Response (VDR)
○ 主催 米国及びフィリピン

○ シナリオ

ルソン島中部に来襲した大型台風による大規模な被害

に対する国際的な救援活動を想定。

ＡＲＦ災害救援実動演習（ＶＤＲ）の概要

59」※ ２０１１年、第２回ＡＲＦ災害救援実動演習を日本及びインドネシアが共催予定。


